
消防の広域化の効果と課題

資料２



１

消防の広域化の効果（第２回検討会再掲を含む。）

平時の消防体制 大規模災害時の消防体制

①現場到着時間等の短縮

②初動体制の強化

③活動要員の増強、業務の専門化・高度化

④組織の活性化

⑤経費削減

①消防機能の高度化等

②出動部隊数の確保

③統一指揮下での部隊運用

④応援到着前の初動体制の確保

⑤緊急消防援助隊受援体制の構築

⑥感染症等に強い体制の確保

⑦災害対応の経験・ノウハウの共有



大・中規模消防本部における広域化の効果① ～出動の効率化～

＜大・中規模消防本部における広域化の効果の例（草加八潮消防局）＞

広域化により、旧消防本部の管轄を超えた出動が円滑化することにより、旧大規模・中
規模消防本部の管轄区域に対する旧小規模消防本部管内車両の出動が増加し、部隊運用が効
率化される。

管轄人口：約25万人 管轄人口：約9万人

草
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49件

26件

広域化前（H27）

草
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内
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218件

283件

広域化後（H28）

管轄人口：約25万人 管轄人口：約9万人

約11倍

救急車の応援出動の件数

＜大・中規模消防本部における広域化の効果の例（東近江行政組合消防本部）＞
東近江市 → 愛荘町 ： 54件 東近江市 ← 愛荘町 ： 1067件

※東近江市 ） 人口：約11万人、面積：約388㎢
愛荘町 ） 人口：約２万人、面積：約38㎢ ２



大・中規模消防本部における広域化の効果②～現着時間の短縮～

大規模・中規模消防本部においても、広域化により、管轄区域全体を見渡した署所の適
切配置が可能になるとともに、指令の一本化により、直近の車両が現場直行することが可能
になる。

草加八潮消防本部草加市消防本部 八潮消防本部

到着時間短縮

【広域化による現場到着時間短縮の例】

短縮効果

・草加市内（約25万人） △１：００～△２：３６
・八潮市内（約 9万人） △０：０６

３



広域化検討に当たっての課題

○ 検討が進まなかった理由として、広域化の効果が見込まれなかった等のほか、以下の２
点が要因として上げられた。

・広域化による負担増や災害対応力の低下等、広域化に係る懸念があること（下図緑字部
分）

・広域化を検討するに際しての調整が困難であること（下図青字部分）
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財政負担・事務負担の増大の懸念

広域化の効果が見込まれなかった

地理的要因により広域化が困難

給与、手当等を他本部と合わせることが困難

広域化により現行の災害対応力が低下する
ことが懸念

市町村の防災部局や消防団との連携がとり
にくくなることが懸念

広域化検討の十分な体制（専門部署、人員
等）が整備できなかった

消防署所の配置等に関する意見が合わなかった

消防指令センターの更新時期が合わなかった

その他

＜広域化が実現しなかった理由＞

４（「令和４年度推進期限後の消防力の維持・強化に向けた検討に係る消防本部に対する調査」結果より）

（本部数）

・広域化の必要性を感じていないため。：25本部
・消防本部間の意見の相違により、折り合いがつかなかったため。 ：20本部
・広域化に伴うメリットが見いだせなかったため。：13本部



（参考）広域化の効果が見込まれなかった理由
○ 「広域化を検討したがその効果が見込まれず、実現しなかった」９０本部については、
「特定の効果を検討せず、効果が見込めない」とした本部が多数を占めており、また、各
効果を検討した上で効果が見込めないとしている場合についても、具体的な検討まで至っ
ていない場合や広域化の効果が適切に伝わっていない場合も散見された。

○ そのため、各団体の検討に資するよう、広域化の必要性や効果を整理し、提供すること
が望まれる。

「小規模消防本部」の主な意見

【「人員の効率化」が見込まれない主な意見】
○ 現行、本部職員が現場業務を兼務しているため、広域化により専任化
した場合、人員不足になると考えた。（ただし、本部機能統合による人員の
効率化を加味した上で本部人員の過不足を検討したわけではない。）

○ 一部事務組合方式とした場合、新たに総務部門に組合事務が増えるこ
とが懸念された。

【「現場到着時間の短縮」が見込まれない主な意見】
○ 本部間の距離が離れているため、現場到着時間の短縮が見込まれない
と考えた。（本部境界付近での直近出動が円滑化することで現場到着時
間が短縮されることについては検討していない。）

○ 広域化した場合、現在の隣接本部への出動が増えることで、本部全体
の平均到着時間が長くなるものと考えた。（本部境界付近での直近出動が
円滑化することで、当該区域での現場到着時間が短縮されることについて
は加味していない。）

【「財政面の効果」が見込まれない主な意見】
○ 各本部が現在使用している指令システムの更新時期が異なっており、広
域化するためのシステム統合のための費用が見込まれ、財政面の効果が期
待できないと考えた。（※令和５年度より特別交付税措置をすることとしてい
る。）

５

＜大規模・中規模消防本部＞

特定の効果を検討せ
ず、効果が見込めな
い 36％

＜小規模消防本部＞

特定の効果を検討
せず、効果が見込め
ない 44％

人員効率化の効果
が見込めない 20％

人員効率化の効果
が見込めない 28％

現場到着時間短縮
効果が見込めない
30％

財政面の効果が
見込めない 6％

財政面の効果が
見込めない 11％

現場到着時間短縮
効果が見込めない
25％



広域化後の課題
○ 広域化に伴い、以下の事務負担・財政負担が増加しているとの回答があった。

・構成市町村が複数になることにより、構成市町村との調整に時間を要する

・一部事務組合設置により、総務等業務が増加

・設備や資機材が高度化することに伴い、財政負担が増加

○ 一方で、消防団との連携について、課題があると回答した消防本部は55本部中２本部
であり、多くの本部においては、運用により対応が出来ているものと考えられる。
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組合等の設置のため、事務が複雑化し、構成市町村との調整に時間
を要するなど、迅速な意思決定が困難になった。

組合等の設置のため、人事給与、財政、議会、監査等の新たな業務
に対する負担が大きく、人員効率化の効果が十分に得られなかった。

一部の消防本部において、広域化前より財政負担が増加した。

豪雨災害等の自然災害発生時、市町村の災害対策本部との連絡
調整が複雑化した。

消防団事務を所管しなくなったことにより、消防団との関係性が広域化
前と比較し希薄となった。

その他

・課題等なし：７本部
・消防本部毎に異なる給与体系、部隊運用等の統一に係る調整が困難：３本部
・人事給与等の新たな業務に対する負担が増加：２本部

＜広域化後の課題＞

６（「令和４年度推進期限後の消防力の維持・強化に向けた検討に係る消防本部に対する調査」結果より）

（本部数）



消防の広域化に伴う懸念①～消防力の流出の懸念～
○ 広域化が進まない理由の一つに、規模の大きい消防本部から消防力が流出することで、
現行の災害対応力の低下が懸念されているとの声がある。

○ 実際には、規模の大きい消防本部からの出動が一方的に増加するわけではなく、小規
模な消防本部からの出動も増加するとともに、現場到着時間や初動体制が強化することに
より、１件当たりの負担軽減が図られる。

【広域化の懸念（消防力の流出）】

＜A市（A消防本部）＞

＜広域化前＞
規模の大きな消防本部（A消防本部）、小規模な消防本部（B消防本部）は、

それぞれの管轄内で発生する災害へ出動。

＜B市（B消防本部）＞

（A市（旧A消防本部））

＜広域化後＞
広域化により管轄範囲が広がることで、規模の大きな消防本部（旧A消防本

部）、から小規模な消防本部（旧B消防本部）への出動も可能となるが、それに
よりA市内で発生する災害対応に遅れが生じることが懸念される。

（B市（旧B消防本部））

＜AB消防本部）＞

B市へ出動することで、
A市の災害対応に遅れ
が生じるのではないか

【広域化の実態（災害対応力の強化）】

職員数 管轄人口

高岡市 228人 177,381人

氷見市 53人 51,885人 （職員数・管轄人口は平成25年度時点）

指令の共同運用
（H26.1.1～）

氷見市 氷見市

高岡市 高岡市

７

消防の広域化
（Ｒ3.4.1～）

現場到着時間が
平均２０秒短縮（救急）

（A市（旧A消防本部）） （B市（旧B消防本部））
＜AB消防本部＞

共同運用開始前の応援出動（救急）
H25.1.1～H25.12.31

共同運用開始後の応援出動（救急）
H26.1.1～H26.12.31

（例）

広域化により管轄を超えた相互の出動が促進されることにより、現場到着時間短縮
（参考資料２ P.１）や初動体制の強化（参考資料２ P.２）につながる。



○人事管理（給与､手当､税金等） ○財務事務（予算編成､予算執行等）

○出納事務（支払処理､決算処理､資金運用等） ○監査事務（例月出納検査､定期監査等）

○組合議会事務（定例会･臨時会の開催等） ○公平委員会事務（不利益処分に対する審査請求等） 等

広域化により新たに一部事務組合を設立する場合、組合運営に係る事務等が発生するため、
特に移行直後においては負担増の懸念がある。

＜広域化により発生する組合事務＞ 宇部･山陽小野田消防局の例（平成２４年４月１日発足）

消防の広域化に伴う懸念②～事務負担の増～

８

消防本部 内容

■ 奈良県広域消防組合消防本部
（H26.4.1 11本部1村による広域化）

広域化により１２２人の人員を現場へ再配置

■ 宇部・山陽小野田消防局
（H24.4.1 2本部による広域化）

指揮隊２隊を新たに配置

■ 小田原市消防本部
（H25.3.31 2本部による広域化）

高度救助隊を発足
対応する人員
の確保等が必
要ではないか

＜広域化前からの継続検討事項＞
広域化に伴う要整理事項のうち、広域化前に調整ができなかったものについては、広域化後も引き続き検討が必要となる。

（例）

 消防本部ごとに異なる給与体系の統一調整

 署所の再配置の検討

 部隊配置の調整

 市町村負担金の調整 等

※本部機能統合により人員効率化の効果についても生ずる
（例）



消防の広域化に伴う懸念③～構成市町村との調整～
○ 広域化を実現した消防本部からは、広域化に伴い、構成市町村との調整に時間を要す

るようになった旨の回答があった。

○ 特に広域化に伴う要整理事項のうち、広域化前からの継続検討事項について、構成市
町村長との調整に苦慮しているとの声があったところ。

○ これらの負担軽減に向けて、各継続検討事項の解決策の優良事例の横展開等を図るこ
とが必要ではないか。

市役所

消防本部 消防本部

＜広域化前＞ ＜広域化後＞

財政当局等
への調整

財政当局等
への調整

特に広域化前からの継続検討事
項についての負担・調整に時間を
要する

９0.0%
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消防本部における総務部門への配置人員

単独消防

組合消防等

（職員数）

（総務部門への配置率）

消防本部 消防本部
優良事例の横展開等を図るこ
とが必要ではないか

【構成市町村との調整（イメージ）】

職員数 総務部門割合

単独消防 217人 13.1％

組合消防等 186人 12.8％

平均 204人 13.0％

○ 消防本部における総務部門への職員配置数を割合で示したもの
○ 総務部門への職員配置率については、単独消防と組合消防等を比較

しても、大きな差はない

市役所 市役所 市役所 市役所 市役所



１ 趣 旨
消防の広域化を積極的に支援するため、主に都道府県・消防本部

からの依頼に基づき、消防広域化推進アドバイザーの派遣を行う制
度である。

２ アドバイザーの選定及び委嘱について

６ 令和元年度～令和３年度までの派遣実績について

都道府県等から
の派遣依頼

消防の広域化、若しくは連携・協力（指令業務）の実績がある消
防本部の中から、消防の広域化や連携・協力を推進するための助言
や方策について情報提供できる方を選定し、消防庁 消防・救急課長
が委嘱する。
なお、アドバイザーの任期は２年であり、再任を妨げないことと

している。

３ アドバイザーの具体的任務
派遣対象団体の依頼に基づき、地方公共団体における消防の広域

化を推進するための具体的な方策に関する助言、情報の提供等を行
う。助言、情報の提供方法等の内容は、概ね次のとおり。
（１）消防広域化に関する検討会等における講演、情報提供等
（２）その他、消防庁消防・救急課長が適当と認めるもの

アドバイザー派遣依頼～派遣要請まで４

消防庁にて
アドバイザーの選定

消防庁から
の派遣要請

アドバイザーから派遣要請の了承が得られたら、消防庁より正式な
派遣依頼書を発出し、依頼元（都道府県等）とアドバイザーにて、
派遣当日の具体的な内容について検討・協議をしてもらう。

５ 令和４年度のアドバイザーについて
所属先等 広域化事例等

１ とかち広域消防局 ６消防本部（単独１、組合５）１９市町村で一部事務組合を設立し広域化

２ 埼玉西部消防局 ４消防本部（単独３、組合１）が一部事務組合を設立し広域化

３ 埼玉東部消防組合消防局 ５消防本部（単独４、組合１）が一部事務組合を設立し広域化

４ 草加八潮消防局 ２消防本部（単独２）が一部事務組合を設立し広域化

５ 小田原市消防本部 １消防本部（組合）の構成市町が小田原市（単独）へ消防事務を委託し広域化

６ 砺波地域消防組合消防本部 ２消防本部（単独、組合）が一部事務組合を設立し広域化

７ 静岡市消防局 ３消防本部（単独２、組合１）の構成市町が静岡市（単独）へ消防事務を委託し広域化

８ 東近江行政組合消防本部 ２消防本部（組合２）のうち、一方の組合に他方の組合の構成市町を追加し広域化（一部事務組合）

９ 奈良県広域消防組合消防本部 １１消防本部（単独４、組合７）と１非常備村が一部事務組合を設立し広域化

１０ 宇部・山陽小野田消防局 ２消防本部（単独２）が一部事務組合を設立し広域化

１１ 熊本市消防局 １消防本部（組合）の構成市町村が熊本市（単独）へ消防事務を委託し広域化

１２ いばらき消防指令センター 茨城県内２０消防本部３３市町が協議会を設立し指令の共同運用 ※アドバイザーは２名在席

１３ 松戸市消防局 １０消防本部で協議会を設立し指令の共同運用

１４ 横須賀市消防局 ２消防本部（単独２）のうち1市が消防事務を委託し広域化
２消防本部（２市１町）で協議会を設立し指令の共同運用

１５ 福岡市消防局 ４消防本部（一組４）が福岡市消防局へ事務委託し指令の共同運用

※過去３年間で１７件の派遣実績あり

16名※いばらき消防指令センターは２名在席

（参考）消防広域化推進アドバイザー制度
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消
防
の
広
域
化

都
道
府
県

普 通 交 付 税 消防広域化推進経費
・広域化消防運営計画の作成等に関する情報提供、助言等及び消防広域化重点地域の指定、協議会への参加等に必要な経費

特 別 交 付 税
［※１］

広域化対象市町村に対する支援に要する経費
・広域化対象市町村に対する補助金、交付金等の交付に要する経費

市
町
村

特 別 交 付 税
［※１］

消防広域化準備経費
・広域消防運営計画策定経費 ・広域化協議会負担金 ・協議会委員報酬 ・広報誌作成費 等

消防広域化臨時経費
・消防本部の統合、署所の再配置に伴う通信施設、設備等の整備に要する経費
・消防本部の名称、場所の変更等に伴い必要となる経費
・業務の統一に必要となるシステム変更、規程の整備等に要する経費 等

地 方 債

防災対策事業債及び緊急防災・減災事業債［※２、※３］
・消防署所等（消防署、出張所及び消防指令センターをいう。）の増改築（広域化後10年度以内に完了するもの。）
・統合される消防本部を消防署所等として有効活用するために必要となる増改築（広域化後10年度以内に完了するもの。）
・消防本部の統合による効率化等により、機能強化を図る消防用車両等の整備（広域化後５年度以内に完了するもの。）

一般事業債・一般補助施設整備等事業債
・消防本部庁舎の整備

補助金優先配分 消防防災施設整備費補助金及び緊急消防援助隊設備整備費補助金を活用する際、その交付の決定に当たって特別の配慮を行う。

※１ ・都道府県の推進計画に定める市町村の組合せに基づくものであって、令和6年4月1日までに行われたものに限る。
※２ ・消防広域化重点地域に指定された市町村に限る。
※３ ・消防の広域化及び連携・協力関連事業（防災対策事業債及び緊急防災・減災事業債）については、広域化後又は連携・協力実施計画に位置付けてから

10年度以内に完了する事業（一部５年度以内）が対象となっているが、緊急防災・減災事業債の事業年度は令和７年度までとなっている。（令和８年
度以降の事業への緊急防災・減災事業債の充当については、現時点では未定である。）

（参考）消防の広域化に係る財政支援
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